
  

令 和 ３ 年 ６ 月 

不動産・建設経済局 

住 宅 局 

 

建築士法施行令及び不動産の鑑定評価に関する法律施行令 

の一部を改正する政令について（概要） 

 

１．背景  

第 204 回国会において、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係

法律の整備に関する法律」（令和３年法律第 44 号。以下「第 11 次地方分権一括法」という。）が

成立し、令和３年５月 26日に公布された。 

第 11 次地方分権一括法の施行に伴い、建築士法施行令（昭和 25 年政令第 201 号）及び不動産

の鑑定評価に関する法律施行令（昭和 39 年政令第５号）について、所要の規定の整理を行う必要

がある。 

 

２．改正の概要 

（１）建築士法施行令の一部改正 

第 11次地方分権一括法により、建築士法（昭和 25年法律第 202 号）が改正され、同法第 10条

の２の２が第 10 条の３とされたため、同条を引用している建築士法施行令第２条について当該条

ズレを措置する。 

 

（２）不動産の鑑定評価に関する法律施行令の一部改正 

第 11 次地方分権一括法により、不動産の鑑定評価に関する法律（昭和 38 年法律第 152 号）が

改正され、国土交通大臣の登録を受けた者に係る不動産鑑定業者登録簿等の都道府県における供

覧事務が廃止されることとなったため、当該供覧事務に係る閲覧所の設置等を法定受託事務とす

る不動産の鑑定評価に関する法律施行令第３条第３項を削除する。 

 

（３）その他 

その他所要の改正を行う。 

 

３．施行期日 

 

令和３年６月 25 日（金） 

 


